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1 平成27年6月2日

第11条安全避難通路について、可搬型照明に期待する場

合は、現場作業の緊急性との関連において、その準備に時

間的猶予があることを説明すること。

第675回審査会合

（平成31年２月５

日）にて説明

可搬型照明は，全交流動力電源喪失時の中央制御室，現場機器室，緊急

時対策所での作業を考慮し，必要な照度を確保できるよう可搬型照明を配備す

る設計としている。

（資料１－４－１　11 条－24，25）
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